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○新潟市公衆浴場法施行細則 

昭和55年５月31日規則第29号 

改正

昭和55年８月１日規則第40号 

昭和61年６月20日規則第29号 

平成４年６月１日規則第34号 

平成11年３月29日規則第８号 

平成12年９月13日規則第70号 

平成13年５月30日規則第44号 

平成14年３月29日規則第18号 

平成16年９月17日規則第38号 

平成21年３月24日規則第17号 

平成23年３月22日規則第10号 

平成24年３月16日規則第11号 

令和２年12月25日規則第71号 

新潟市公衆浴場法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，公衆浴場法（昭和23年法律第139号）及び公衆浴場法施行規則（昭和23年厚生

省令第27号。以下「省令」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（許可申請書等の様式） 

第２条 省令第１条の規定による営業許可申請書は，別記様式第１号によるものとする。 

２ 省令第２条の規定による相続による営業者の地位の承継の届出書は，別記様式第２号によるも

のとし，相続人が２人以上ある場合において，その全員の同意により営業者の地位を承継すべき

相続人として選定された者にあつては，別記様式第３号による同意書を添付しなければならない。 

３ 省令第３条の規定による合併又は省令第３条の２の規定による分割による営業者の地位の承継

の届出書は，別記様式第４号によるものとする。 

４ 省令第４条の規定による届出は，別記様式第５号によるものとする。ただし，営業の全部又は

一部を停止する場合で，その停止する期間が１月未満のときは，届出は要しない。 

（営業再開の届出） 

第３条 省令第４条の規定により営業停止届を行つた公衆浴場の営業を再開したときは，その再開
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した日から10日以内に別記様式第５号により市長に届け出なければならない。 

（許可書の書換交付等） 

第４条 営業者の地位を承継した者は，第２条第２項又は第３項の規定による届出書を提出したと

きは，別記様式第６号により市長に許可書の書換交付を申請することができる。営業者が許可書

の記載事項に変更を生じ，同条第４項の規定による届出書を提出したときも同様とする。 

２ 営業者は，許可書を紛失し，毀損し，又は汚損したときは，別記様式第６号により市長に許可

書の再交付を申請することができる。 

附 則

この規則は，昭和55年６月１日から施行する。 

附 則（昭和55年規則第40号） 

この規則は，昭和55年８月１日から施行する。 

附 則（昭和61年規則第29号） 

この規則は，昭和61年６月24日から施行する。 

附 則（平成４年規則第34号） 

この規則は，平成４年６月１日から施行する。 

附 則（平成11年規則第８号） 

この規則は，平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年規則第70号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成13年規則第44号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成14年規則第18号） 

この規則は，平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年規則第38号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成21年規則第17号） 

この規則は，平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年規則第10号） 

この規則は，平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年規則第11号） 
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この規則は，平成24年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年12月25日規則第71号） 

この規則は，公布の日から施行する。 
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別記様式第１号（第２条関係） 
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別記様式第２号（第２条関係） 
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別記様式第３号（第２条関係） 
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別記様式第４号（第２条関係） 
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別記様式第５号（第２条，第３条関係） 
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別記様式第６号（第４条関係） 


